
令和７年３月 

 

 

 

盛岡市一般会計・特別会計予算 





議  案  目  次

（議案番号） （案 件） （頁）

議案第 ２ 号  令和７年度盛岡市一般会計予算………………………………………………………１  

議案第 ３ 号  令和７年度盛岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算………………14 

議案第 ４ 号  令和７年度盛岡市国民健康保険費特別会計予算……………………………………17 

議案第 ５ 号  令和７年度盛岡市介護保険費特別会計予算…………………………………………20 

議案第 ６ 号  令和７年度盛岡市後期高齢者医療費特別会計予算…………………………………24 

議案第 ７ 号  令和７年度盛岡市中央卸売市場費特別会計予算……………………………………27 

議案第 ８ 号  令和７年度盛岡市新産業等用地整備事業費特別会計予算…………………………31 

議案第 ９ 号  令和７年度盛岡市土地取得事業費特別会計予算……………………………………35 

議案第 10 号  令和７年度盛岡市東中野財産区特別会計予算………………………………………38 

議案第 11 号  令和７年度盛岡市東中野、東安庭、門財産区特別会計予算………………………41 



 

- 1 - 

 

議案第 ２ 号 

令和７年度盛岡市一般会計予算 

 令和７年度盛岡市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 124,280,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000,000

千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 



1 43,904,536

1 市民税 20,790,466

2 固定資産税 17,952,185

3 軽自動車税 798,676

4 市たばこ税 2,024,816

5 入湯税 52,955

6 都市計画税 2,285,438

2 1,052,074

1 地方揮発油譲与税 229,305

2 自動車重量譲与税 701,545

3 森林環境譲与税 121,224

3 16,243

1 利子割交付金 16,243

4 150,763

1 配当割交付金 150,763

5 145,787

1 株式等譲渡所得割交付金 145,787

6 636,885

1 法人事業税交付金 636,885

7 8,192,046

1 地方消費税交付金 8,192,046

8 15,881

1 ゴルフ場利用税交付金 15,881

9 1

1 特別地方消費税交付金 1

10 61,384

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

環境性能割交付金
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1 環境性能割交付金 61,384

11 270,880

1 住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金 270,880

12 19,366,693

1 地方交付税 19,366,693

13 49,047

1 交通安全対策特別交付金 49,047

14 303,769

1 負担金 303,769

15 1,721,377

1 使用料 1,263,421

2 手数料 412,683

3 証紙収入 45,273

16 24,338,475

1 国庫負担金 19,776,089

2 国庫補助金 4,471,885

3 委託金 90,501

17 9,667,517

1 県負担金 6,613,179

2 県補助金 2,365,174

3 委託金 689,164

18 330,626

1 財産運用収入 217,827

2 財産売払収入 112,799

19 518,378

1 寄附金 518,378

金　　　　　額

 千円

款 項

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金
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20 2,630,279

1 特別会計繰入金 708,415

2 基金繰入金 1,921,864

21 1

1 繰越金 1

22 2,248,058

1 延滞金、加算金及び過料 64,780

2 市預金利子 11,992

3 貸付金元利収入 308,111

4 受託事業収入 55,854

5 公営企業貸付金元利収入 56

6 雑入 1,807,265

23 8,659,300

1 市債 8,659,300

124,280,000

項 金　　　　　額

 千円

款

- 4 -

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計



1 634,650

1 議会費 634,650

2 14,271,425

1 総務管理費 11,881,706

2 徴税費 1,223,853

3 戸籍住民基本台帳費 720,602

4 選挙費 139,655

5 統計調査費 226,475

6 監査委員費 79,134

3 54,787,345

1 社会福祉費 21,080,952

2 児童福祉費 25,855,984

3 生活保護費 7,850,409

4 9,407,523

1 保健衛生費 2,799,210

2 清掃費 4,296,286

3 保健所費 2,312,027

5 286,872

1 労働諸費 286,872

6 2,212,924

1 農業費 1,495,550

2 林業費 717,374

7 1,537,724

1 商工費 1,537,724

8 13,464,634

1 土木管理費 238,111

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林費

商工費

土木費
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2 道路橋りよう費 4,944,057

3 河川費 578,667

4 都市計画費 6,366,286

5 住宅費 1,337,513

9 4,849,329

1 消防費 4,849,329

10 10,402,741

1 教育総務費 1,280,087

2 小学校費 3,527,738

3 中学校費 2,127,715

4 高等学校費 794,076

5 幼稚園費 115,421

6 社会教育費 1,986,810

7 保健体育費 570,894

11 104,824

2 農林業施設災害復旧費 104,824

12 12,270,009

1 公債費 12,270,009

13 50,000

1 予備費 50,000

124,280,000

 千円

項 金　　　　　額款

歳　　出　　合　　計
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消防費

教育費

災害復旧費

公債費

予備費



第２表　債務負担行為

自 令和７年度

至 令和８年度

自 令和７年度

至 令和13年度

自 令和７年度

至 令和８年度

自 令和７年度

至 令和８年度

自 令和７年度

至 令和８年度

自 令和７年度

至 令和８年度

自 令和７年度

至 令和10年度

自 令和７年度

至 令和９年度

自 令和７年度

至 令和９年度

自 令和７年度

至 令和８年度

自 令和７年度

至 令和26年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和11年度

４，４６８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

一般会計
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１５億８，３８５万円に物価変動等による
増減額を加算した額

盛岡市立図書館物品搬出保管搬入業務に必要とする経費に
ついての債務負担

２１１万円に物価変動等による増減額を加
算した額

盛岡市都南サイクリングターミナル、都南つどいの森レス
トハウス及び旧都南老人福祉センターの解体事業に必要と
する経費についての債務負担

２億８，６９９万円に物価変動等による増
減額を加算した額

農業近代化資金の融資に伴う利子補給についての債務負担 年１．２５％以内

商工振興資金の融資に伴う保証料補給についての債務負担 岩手県信用保証協会の定める保証料の額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

３億２，１１８万円に物価変動等による増
減額を加算した額

山王老人福祉センター外２施設建設事業に必要とする経費
についての債務負担

１５億４，６７３万円に物価変動等による
増減額を加算した額

（仮称）都南東部体育館整備事業に必要とする経費につい
ての債務負担

１，５６４万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡体育館長寿命化修繕事業に必要とする経費についての
債務負担

１０億３，３９２万円に物価変動等による
増減額を加算した額

厨川小学校・厨川児童センター複合化事業に必要とする経
費についての債務負担

１６億３，４５６万円に物価変動等による
増減額を加算した額

事 項 限 度 額

千円
消防ポンプ自動車の購入に必要とする経費についての債務
負担

７，９１７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡中央消防署上田出張所水槽付消防ポンプ自動車及び盛
岡西消防署水槽付消防ポンプ自動車の購入に必要とする経
費についての債務負担

２億８８８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

土淵地区活動センター大規模改修事業に必要とする経費に
ついての債務負担

上田公民館大規模改修事業に必要とする経費についての債
務負担

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

盛岡市立愛宕山老人福祉センターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担



自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和９年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

３４２万円に物価変動等による増減額を加
算した額

芋田地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

２７１万円に物価変動等による増減額を加
算した額

好摩東地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担

２８４万円に物価変動等による増減額を加
算した額

一般会計
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２０９万円に物価変動等による増減額を加
算した額

生出３地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担

５２１万円に物価変動等による増減額を加
算した額

渋民地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

３０８万円に物価変動等による増減額を加
算した額

山田地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

３０６万円に物価変動等による増減額を加
算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

６，００６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

岩手公園の管理運営に必要とする経費についての債務負担 １億８５７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡ふれあい覆馬場プラザの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

５，８４６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

好摩地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

１，００５万円に物価変動等による増減額
を加算した額

日戸地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

３４４万円に物価変動等による増減額を加
算した額

事 項 限 度 額

千円

期 間

盛岡市立みたけ老人福祉センターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担

６，３４７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

盛岡市営盛岡駅前自転車駐車場及び盛岡市営盛岡駅西口自
転車等駐車場の管理運営に必要とする経費についての債務
負担

川又地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

巻堀地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担



自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和16年度

自 令和７年度

至 令和11年度

一般会計
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２５２万円に物価変動等による増減額を加
算した額

小袋地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

２８７万円に物価変動等による増減額を加
算した額

前田地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

２７２万円に物価変動等による増減額を加
算した額

道の駅もりおか渋民の管理運営に必要とする経費について
の債務負担

３億９，３１４万円に物価変動等による増
減額を加算した額

盛岡市サクラパーク姫神の管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

１，６４６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

２６０万円に物価変動等による増減額を加
算した額

白沢地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

２５２万円に物価変動等による増減額を加
算した額

舟田２地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする
経費についての債務負担

３２０万円に物価変動等による増減額を加
算した額

馬場状小屋地区コミュニティセンターの管理運営に必要と
する経費についての債務負担

２０６万円に物価変動等による増減額を加
算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

千円
山谷川目地区コミュニティセンターの管理運営に必要とす
る経費についての債務負担

２３８万円に物価変動等による増減額を加
算した額

城内地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

２９９万円に物価変動等による増減額を加
算した額

下田川崎地区コミュニティセンターの管理運営に必要とす
る経費についての債務負担

４５４万円に物価変動等による増減額を加
算した額

期 間

永井地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

４３０万円に物価変動等による増減額を加
算した額

事 項 限 度 額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

大台地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

松内地区コミュニティセンターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担



自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和９年度

自 令和７年度

至 令和11年度

自 令和７年度

至 令和９年度

サンライフ盛岡の管理運営に必要とする経費についての債
務負担

８，１００万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡市産学官連携研究センターの管理運営に必要とする経
費についての債務負担

５，７８８万円に物価変動等による増減額
を加算した額

一般会計
- 10 -

盛岡市立見前北児童センターの管理運営に必要とする経費
についての債務負担

６，９５７万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡市立簗川老人福祉センター及び盛岡市立川目児童セン
ター簗川分室の管理運営に必要とする経費についての債務
負担

７，１８３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡市都南体育館の管理運営に必要とする経費についての
債務負担

６，５９３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

盛岡市見前南地区公民館の管理運営に必要とする経費につ
いての債務負担

９，１８１万円に物価変動等による増減額
を加算した額

石川啄木記念館及び盛岡市玉山歴史民俗資料館の管理運営
に必要とする経費についての債務負担

１億４２３万円に物価変動等による増減額
を加算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

事 項 限 度 額

千円
盛岡市立飯岡児童センターの管理運営に必要とする経費に
ついての債務負担

８，０４６万円に物価変動等による増減額
を加算した額

期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）



第 ３ 表　地　方　債 (単位　千円）

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

総務費長寿命化事業債 96,900

活動センター空調設備
整 備 事 業 債

6,700

デジタル活用推進事業債 7,900

都 南 東 部 体 育 館
整 備 事 業 債

443,100

旧 盛 岡 市 営 野 球 場
解 体 事 業 債

26,900

土淵地区活動センター
大 規 模 改 修 事 業 債

241,600

盛 岡 体 育 館 長 寿 命 化
改 修 事 業 債

513,000

つ な ぎ 老 人 憩 い の 家
解 体 事 業 債

29,100

厨川地区活動センター・
厨川老人福祉センター
複 合 化 事 業 債

7,100

社会福祉施設整備事業債 7,400

手 代 森 保 育 園 園 舎
解 体 事 業 債

29,400

民生費長寿命化事業債 24,500

旧都南老人福祉センター
解 体 事 業 債

40,100

上 水 道 安 全 対 策
事 業 出 資 債

293,000

飲 料 水 供 給 施 設 等
解 体 事 業 債

1,600

廃棄物処分場整備事業債 85,400

厨 川 児 童 セ ン タ ー
複 合 化 事 業 債

262,700

山王老人福祉センター
外 ２ 施 設 建 設 事 業 債

492,800

動物愛護管理センター
整 備 事 業 債

4,700

都南サイクリングターミ
ナ ル 解 体 事 業 債

93,700

借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和７年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 11 －



起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

江 柄 地 区 農 業 集 落
飲 雑 用 水 供 給 施 設
整 備 事 業 債

10,500

公 有 林 整 備 事 業 債 26,300

総 合 交 流 タ ー ミ ナ ル
整 備 事 業 債

700

農 村 整 備 事 業 債 87,200

林 道 整 備 事 業 債 20,000

商工費長寿命化事業債 77,700

盛 岡 南 地 区 物 流 拠 点
整 備 事 業 債

14,300

仙北町駅東口駅前広場
整 備 事 業 債

4,000

農 林 施 設 整 備 事 業 債 3,700

上米内地区振興センター
大 規 模 改 修 事 業 債

89,300

都南つどいの森レストハ
ウ ス 解 体 事 業 債

123,000

公 園 整 備 事 業 債 179,500

公 営 住 宅 解 体 事 業 債 180,300

公 営 住 宅 建 設 事 業 債 348,600

地方道路等整備事業債 1,694,200

道 路 整 備 事 業 債 107,300

河 川 整 備 事 業 債 157,200

消防費長寿命化事業債 51,100

消 防 債 5,400

消 防 施 設 整 備 事 業 債 170,900

ド ロ ー ン 整 備 事 業 債 5,500

－ 12 －



起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

校舎安全対策改修事業債 1,582,600

トイレ環境整備事業債 239,200

上 田 公 民 館 大 規 模
改 修 事 業 債

126,400

城 北 小 学 校 校 舎
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

5,200

北 陵 中 学 校 校 舎
解 体 事 業 債

72,500

玉山学校給食センター
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

3,900

仙北小学校屋内運動場
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

5,400

厨川小学校・厨川児童
センター複合化事業債

263,800

城東中学校屋内運動場
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

43,400

教 育 施 設 空 調 設 備
整 備 事 業 債

45,900

林 道 災 害 復 旧 事 業 債 8,100

プ ー ル 改 修 事 業 債 4,500

教育費長寿命化事業債 128,000

北 陵 中 学 校 校 舎
長 寿 命 化 改 修 事 業 債

66,100

計 8,659,300

－ 13 －
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議案第 ３ 号 

令和７年度盛岡市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,929千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 



1 14,160

1 一般会計繰入金 14,160

2 38,823

1 繰越金 38,823

3 36,946

1 貸付金元利収入 34,332

2 雑入 2,614

89,929

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計

- 15 -



1 89,929

1 貸付費 73,094

2 貸付事務費 16,835

89,929

歳　　出

項

母子父子寡婦福祉資金貸付費

歳　　出　　合　　計

- 16 -

金　　　　　額

 千円

款
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議案第 ４ 号 

令和７年度盛岡市国民健康保険費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の国民健康保険費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,392,728千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、 200,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 4,404,985

1 国民健康保険税 4,404,985

2 3,878

1 手数料 3,876

2 証紙収入 2

3 71

1 国庫補助金 71

4 17,653,614

1 県負担金 17,242,879

2 県補助金 410,734

3 財政安定化基金交付金 1

5 1,184

1 財産運用収入 1,184

6 2,248,592

1 一般会計繰入金 2,115,117

2 基金繰入金 133,475

7 1

1 繰越金 1

8 80,403

1 延滞金、加算金及び過料 67,259

2 雑入 13,144

24,392,728

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計
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国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款



1 470,711

1 総務管理費 227,799

2 徴税費 242,365

3 運営協議会費 547

2 17,348,721

1 療養諸費 15,068,602

2 高額療養費 2,219,540

3 移送費 2

4 出産育児諸費 48,021

5 葬祭諸費 9,900

6 医療費助成費 2,500

7 傷病手当金 156

3 6,286,272

1 医療給付費納付金 4,259,163

2 後期高齢者支援金等納付金 1,560,907

3 介護納付金 466,202

4 255,231

1 保健事業費 255,231

5 1,157

1 基金積立金 1,157

6 30,636

1 償還金及び還付加算金 30,636

24,392,728

諸支出金

歳　　出　　合　　計

- 19 -

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

基金積立金

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項
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議案第 ５ 号 

令和７年度盛岡市介護保険費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の介護保険費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,493,098千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用 

令和７年２月20日提出 

  盛岡市長 内 舘   茂 

 



1 5,920,600

1 介護保険料 5,920,600

2 730

1 手数料 730

3 6,352,546

1 国庫負担金 4,871,772

2 国庫補助金 1,480,774

4 7,246,338

1 支払基金交付金 7,246,338

5 3,763,229

1 県負担金 3,673,676

2 県補助金 89,553

6 2,280

1 財産運用収入 2,280

7 4,200,564

1 一般会計繰入金 4,082,510

2 基金繰入金 118,054

8 7

1 繰越金 7

9 6,804

1 延滞金、加算金及び過料 387

2 雑入 6,417

27,493,098

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

保険料

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金
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財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計



1 417,770

1 総務管理費 205,208

2 徴収費 46,778

3 介護認定審査会費 162,864

4 趣旨普及費 2,920

2 26,293,684

1 介護サービス等諸費 24,393,050

2 介護予防サービス等諸費 614,473

3 その他諸費 29,577

4 高額介護サービス等費 702,037

5 高額医療合算介護サービス等費 78,318

6 特定入所者介護サービス等費 476,229

3 656,169

1 介護予防・生活支援サービス事業費 524,638

2 一般介護予防事業費 16,480

3 包括的支援事業・任意事業費 111,569

4 その他諸費 2,363

5 高額介護予防サービス費 528

6 高額医療合算介護予防サービス費 591

4 9,057

1 保健福祉事業費 9,057

5 2,280

1 基金積立金 2,280

6 113,138

1 償還金及び還付加算金 6,316

2 繰出金 106,822

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

総務費

保険給付費

地域支援事業費

保健福祉事業費

基金積立金

諸支出金

- 22 -



7 1,000

1 予備費 1,000

27,493,098

予備費

歳　　出　　合　　計

- 23 -

金　　　　　額

 千円

款 項
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議案第 ６ 号 

令和７年度盛岡市後期高齢者医療費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の後期高齢者医療費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,299,633千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 



1 3,484,525

1 後期高齢者医療保険料 3,484,525

2 642

1 手数料 642

3 807,591

1 一般会計繰入金 807,591

4 1

1 繰越金 1

5 6,874

1 延滞金、加算金及び過料 672

2 償還金及び還付加算金 6,200

3 雑入 2

4,299,633

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

歳　　入　　合　　計
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後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入



1 53,591

1 総務管理費 4,471

2 徴収費 49,120

2 4,238,842

1 後期高齢者医療広域連合納付金 4,238,842

3 6,200

1 償還金及び還付加算金 6,200

4 1,000

1 予備費 1,000

4,299,633

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

- 26 -

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計
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議案第 ７ 号 

令和７年度盛岡市中央卸売市場費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の中央卸売市場費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 956,903千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は、 100,000千円と定める。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 



1 624,444

1 使用料 624,443

2 手数料 1

2 49,321

1 一般会計繰入金 49,321

3 1

1 繰越金 1

4 283,137

1 雑入 283,137

956,903

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

- 28 -

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

歳　　入　　合　　計



1 734,139

1 市場管理費 734,139

2 222,264

1 公債費 222,264

3 500

1 予備費 500

956,903

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

- 29 -

市場総務費

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計



第２表　債務負担行為

自 令和７年度

至 令和９年度

- 30 -

事 項 限 度 額

千円

期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　７年度分）

中央卸売市場冷却設備更新工事に必要とする経費について
の債務負担

８億８，３４５万円に物価変動等による増
減額を加算した額

中央卸売市場費特別会計
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議案第 ８ 号 

令和７年度盛岡市新産業等用地整備事業費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の新産業等用地整備事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,436,320千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 230条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 



1 104,297

1 一般会計繰入金 104,297

2 761,400

1 市債 761,400

3 1,649

1 使用料 1,649

4 568,974

1 財産運用収入 60

2 財産売払収入 568,914

1,436,320

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

- 32 -

繰入金

市債

使用料及び手数料

財産収入

歳　　入　　合　　計



1 1,331,979

1 新産業等用地整備費 1,331,979

2 122

1 新産業等用地管理費 122

3 104,219

1 公債費 104,219

1,436,320

金　　　　　額

 千円

款

歳　　出

項

- 33 -

新産業等用地整備事業費

新産業等用地管理費

公債費

歳　　出　　合　　計



第 ２ 表　地　方　債 (単位　千円）

新 産 業 等 用 地
整 備 事 業 債

761,400

起 債 の 目 的 限  度  額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

計 761,400

借入先 財務省、銀行

及びその他

借入方法 証書借入又

は証券発行

借入時期 令和７年度

ただし、財政の都

合等により起債金額

の全部又は一部を翌

年度に繰り延べて起

債することができる。

年 4.0％以内

（ただし、

利率見直し方

法で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後においては、

当該見直し後

の利率）

政府資金その他借入

先の融資条件による。

ただし、財政又は借

入先の都合並びに金融

の状態により繰り上げ

償還し、又は償還年限

を短縮し若しくは低利

に借換えすることがで

きる。

－ 34 －
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議案第 ９ 号 

令和７年度盛岡市土地取得事業費特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の土地取得事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,965千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 

 



1 12,964

1 財産運用収入 12,964

2 1

1 繰越金 1

12,965

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

財産収入

繰越金

歳　　入　　合　　計

- 36 -



1 12,965

1 管理事務費 12,965

12,965

歳　　出

項

管理事務費

歳　　出　　合　　計

- 37 -

金　　　　　額

 千円

款
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議案第 10 号 

令和７年度盛岡市東中野財産区特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の東中野財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,722千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 



1 2,721

1 財産運用収入 2,720

2 財産売払収入 1

2 1

1 雑入 1

2,722

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

財産収入

諸収入

歳　　入　　合　　計

- 39 -



1 2,722

1 財産管理費 2,722

2,722

歳　　出

項

財産費

歳　　出　　合　　計

- 40 -

金　　　　　額

 千円

款
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議案第 11 号 

令和７年度盛岡市東中野、東安庭、門財産区特別会計予算 

 令和７年度盛岡市の東中野、東安庭、門財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 679千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

令和７年２月20日提出 

 盛岡市長 内 舘   茂 



1 8

1 財産運用収入 7

2 財産売払収入 1

2 670

1 一般会計繰入金 670

3 1

1 雑入 1

679

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項 金　　　　　額

 千円

款

財産収入

繰入金

諸収入

歳　　入　　合　　計

- 42 -



1 679

1 財産管理費 679

679

歳　　出

項

財産費

歳　　出　　合　　計

- 43 -

金　　　　　額

 千円

款
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